
 

 

 
 

 

 
国
民
健
康
保
険
の
オ
ン
ラ
イ
ン
署
名
を 

２
０
２
４
年
の
国
民
健
康
保
険
料
（
税
）
は
8
割
の
自
治
体
で

引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
全
国
で
保
険
料
の
通
知
が
届
い
た
6
月

7
日
か
ら
20
日
ま
で
の
間
に
、
民
商
の
全
国
の
連
合
体
で
あ
る
全

商
連
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
「
国
保
払
え
な
い
」
「
国
保
高
す
ぎ

る
」
な
ど
の
検
索
に
よ
り
昨
年
比
の
4
倍
に
な
る
約
2
万
件
の
ア

ク
セ
ス
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。 

全
商
連
も
加
盟
す
る
中
央
社
会
保
障
推
進
協
議
会
（
中
央
社
保

協
）
で
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
署
名
サ
イ
ト
で
「
国
保
料
が
高
す
ぎ
る
！

国
の
責
任
で
払
え
る
保
険
料
に
し
て
く
だ
さ
い
！
」
の
署
名
を
始
め

ま
し
た
。
請
願
項
目
は
「
払
え
る
国
保
料
に
す

る
こ
と
」
「
国
保
へ
の
国
庫
負
担
を
増
や
す
こ

と
」
の
二
点
で
す
。
内
閣
総
理
大
臣
、
厚
労
大

臣
を
は
じ
め
、
全
国
知
事
会
・
市
長
会
・
町
村

会
に
求
め
ま
す
。
以
下
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み

取
っ
て
い
た
だ
き
ぜ
ひ
ご
協
力
く
だ
さ
い
。 

 

共
済
だ
よ
り 

 

7
月
の
共
済
給
付
は
表
の
と
お
り
で
す
。

長
寿
祝
金
は
65
歳
以
前
に
共
済
に
加
入
し

た
方
が
75
歳
に
な
ら
れ
た
と
き
に
給
付
さ

れ
ま
す
。
吹
田
民
商
で
は
こ
の
給
付
金
を

受
け
ら
れ
る
会
員
が
毎
月
の
よ
う
に
お
ら

れ
ま
す
。
75
歳
を
迎
え
ら
れ
て
現
役
で
お

仕
事
を
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
敬
意
を

表
し
ま
す
。
そ
の
一
方
今
年
の
4
月
以
降
、

若
い
方
も
含
め
て
14
名
の
会
員
が
入
院
給

付
金
を
受
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
け
が
を
さ

れ
た
方
も
お
ら
れ
ま
す
が
、
多
く
が
何
ら
か
の
疾
患
で
す
。
私
た
ち

自
営
業
者
は
体
が
資
本
で
す
。
年
1
回
の
健
康
診
断
を
受
け
ま
し

ょ
う
。
そ
し
て
体
調
が
お
か
し
い
な
と
思
っ
た
ら
無
理
を
せ
ず
、
医

療
機
関
を
受
診
し
ま
し
ょ
う
。
ま
だ
ま
だ
、
暑
い
日
々
が
続
き
ま
す
。

十
分
な
休
養
と
水
分
補
給
を
心
が
け
健
康
管
理
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

吹
田
民
商
の
共
済
会
は
現
在
会
員
の
約
70
％
の
方
が
加
入
し
て
お

り
、
当
面
の
加
入
率
75
％
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
ま
だ
加
入
し
て

い
な
い
会
員
の
み
な
さ
ん
、
ぜ
ひ
加
入
を
し
て
下
さ
い
。 

 

伝
言
板 

新
会
員
学
習
交
流
会
（
簡
易
な
記
帳
） 

8
月
29
日
（
木
）
19
時
00
分 

吹
田
民
商
会
館 

1
時
間
程
度
の
講
習
と
新
会
員
と
役
員
の
交
流
会
を
行
い
ま
す
。 

 

50
周
年
企
画 

大
婦
協
平
和
ツ
ア
ー
２
０
２
４  

11
月
25
日
8
時
30
分
集
合 

26
日
18
時
30
分
解
散
予
定 

集
合
・
解
散 

Ｊ
Ｒ
・
地
下
鉄 

森
ノ
宮
駅 

戦
争
遺
跡
な
ど
を
見
学
し
歴
史
に
学
ぶ
平
和
ツ
ア
ー
で
す
。 

参
加
費 

お
一
人 

4
万
2
千
円
（
予
定
） 

宿
泊
先 

戸
倉
山
田
温
泉
「
ホ
テ
ル
清
風
園
」
（
長
野
県
） 

従
業
員
を
雇
っ
た
と
き
の
手
続
き 

初
め
て
従
業
員
を
雇
用
す
る
と
、
税
金
や
公
的
保
険
の
手
続
き
が

必
要
に
な
り
ま
す
。
ご
相
談
が
あ
れ
ば
民
商
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 

源
泉
所
得
税 

従
業
員
に
給
与
を
支
払
う
際
に
は
、
雇
用
し
て
い
る
事
業
主
は
給

与
か
ら
所
得
税
相
当
額
を
源
泉
（
天
引
き
）
す
る
義
務
が
生
じ
ま
す
。

税
務
署
に
届
出
が
必
要
で
す
。
従
業
員
か
ら
徴
収
し
た
所
得
税
は
毎

月
納
付
が
原
則
で
す
が
、
小
規
模
な
事
業
所
（
従
業
者
数
が
常
時

10
人
未
満
）
の
場
合
は
年
に
2
回
ま
と
め
て
納
付
す
る
こ
と
が
で

き
る
特
例
納
付
が
可
能
で
す
。
特
例
納
付
を
選
択
す
る
場
合
に
は
届

出
が
必
要
で
す
。 

ま
た
源
泉
所
得
税
は
毎
月
の
納
付
手
続
き
に
加
え
て
12
月
分
の

給
与
支
払
い
後
に
、
各
種
所
得
控
除
と
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
適
用
し

て
従
業
員
の
年
税
額
を
清
算
す
る
年
末
調
整
が
必
要
に
な
り
ま
す
。 

 
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収 

基
本
的
に
は
従
業
員
を
初
め
て
雇
用
し
た
際
に
行
う
手
続
き
は
あ

り
ま
せ
ん
。
必
要
で
あ
れ
ば
雇
用
し
た
初
年
度
か
ら
住
民
税
を
事
業

所
で
天
引
き
す
る
特
別
徴
収
に
変
更
す
る
手
続
き
が
あ
り
ま
す
が
、

普
通
徴
収
の
ま
ま
で
翌
年
6
月
か
ら
特
別
徴
収
を
始
め
る
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
で
す
。
特
別
徴
収
は
年
末
調
整
の
結
果
を
給
与
支
払
報
告

書
と
し
て
従
業
員
が
居
住
す
る
自
治
体
に
提
出
す
る
と
、
6
月
か

ら
翌
年
5
月
ま
で
の
1
年
分
の
住
民
税
が
12
分
割
さ
れ
て
事
業
所

に
通
知
さ
れ
、
事
業
所
が
給
与
か
ら
徴
収
す
る
義
務
が
生
じ
ま
す
。 

 

労
災
保
険
・
雇
用
保
険 

労
災
保
険
は
業
務
中
も
し
く
は
通
勤
中
に
労
働
者
が
事
故
（
労
働

災
害
）
に
よ
り
、
治
療
や
休
業
補
償
が
必
要
に
な
っ
た
際
に
給
付
が

行
わ
れ
る
保
険
で
す
。
従
業
員
を
雇
用
し
た
際
に
は
加
入
義
務
が
生

じ
ま
す
。 

雇
用
保
険
は
従
業
員
が
退
職
し
た
際
の
失
業
給
付
や
各
種
雇
用
維

持
の
た
め
の
助
成
金
な
ど
の
支
給
さ
れ
る
制
度
で
す
。
31
日
以
上

引
き
続
き
雇
用
の
見
込
み
が
あ
り
週
当
た
り
の
労
働
時
間
が
20
時

間
以
上
の
労
働
者
に
加
入
の
資
格
が
あ
り
、
事
業
主
は
手
続
き
す
る

義
務
が
あ
り
ま
す
。 

労
災
保
険
、
雇
用
保
険
は
と
も
に
労
働
保
険
事
務
組
合
に
、
保
険

料
の
納
付
や
雇
用
保
険
の
手
続
き
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

保
険
料
は
年
1
回
の
一
括
納
付
を
年
3
回
に
、
労
災
保
険
の
み
事

業
主
と
家
族
専
従
者
も
加
入
で
き
る
特
別
加
入
の
制
度
な
ど
が
あ
り

ま
す
。 

 

健
康
保
険
・
厚
生
年
金 

個
人
事
業
主
の
場
合
は
従
業
者
数
5
人
未
満
ま
で
は
加
入
義
務

は
生
じ
ま
せ
ん
。
法
人
の
場
合
は
代
表
者
1
名
の
み
で
も
加
入
義

務
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
個
人
事
業
主
で
従
業
員
数
5
人
未
満
で
も

任
意
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
加
入
の
条
件
を
満
た
す
従

業
員
は
す
べ
て
加
入
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
代
表
者
は
加
入

で
き
ま
せ
ん
。
加
入
義
務
が
生
じ
た
場
合
ま
た
は
任
意
で
加
入
す
る

場
合
に
は
届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

7月の給付内容

件数 金　額

長寿祝金 2 100,000

入院給付金 2 53,000

死亡弔慰金 2 60,000


